
○
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
附
則
改
正
案
の
対
比
表

※
赤
字
部
分
恥
内
閣
人
事
局
か
ら
平
成
三
十
年
十
二
月
に
提
供
さ
れ
た
案
文
か
ら
の
変
更
箇
所

※
青
字
部
分
》
令
和
元
年
八
月
二
十
一
日
付
け
第
二
部
長
審
査
で
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
修
正
し

令
和
元
年
八
月
二
十
一
日
付
け
第
二
部
長
審
査
で
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
修
正
し

’

附

た
箇
所

則

検
察
官
に
係
る
規
定
を
追
加
し
た
案

（
施
行
期
Ｈ
一

第
茶
一
一
の
法
律
は
、
令
和
二
年
四
月
Ⅱ
か
ら
施
行
す
る
ｊ
だ
Ｉ
、
第
》
一
条
叩

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
附
則
持
串
１
ｈ
項
仰
改
正
規
定
及
び
第
Ｌ
条
中
自
衛
隊
法

珊
則
第
六
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
及
び
墹
則
第
’
八
条
（
裁
判
所
職
員
臨
時
措

置
法
（
昭
和
’
六
年
法
律
第
己
百
九
’
九
号
）
本
則
第
卜
号
の
改
正
規
定
に
限
る

Ｉ
一
山
規
定
側
、
公
布
の
Ｈ
か
凶
施
行
す
る

（
実
施
の
た
油
山
準
備
等
）

第
二
条
第
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
（
以
下
「
新
国
家
公
務
員

法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
職
員
（
国
家
公
務
員
法
第
｜
条
に
規
定
す
る
般

職
に
属
す
る
職
員
を
い
う
以
下
同
ｔ
一
山
任
用
、
分
限
そ
の
他
の
人
事
行
政
ｒ

関
す
る
制
度
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
任
命
権
者
（
国
家
公
務
員
法
第
五

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
及
び
法
律
で
別
に
定
め
ら
れ
た
任
命
権
者
並

び
に
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
一
あ
項
及
び
次
項
並
び
に
次
条
か
ら
附

則
第
止
へ
粂
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
長
期
的
な
人
事
管
理
の
計
画
的
推
進
そ
の

Ⅲ

川
匹
ト
レ
グ

内
閣
人
事
局
案

（
傍
線
の
部
分
は
内
閣
人
事
局
案
か
ら
の
変
更
部
分
）
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５
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
検
察
庁
法
（
次
項
及
び
附
則
第
十
五
条
第
一
項

6

に
お
い
て
「
新
検
察
庁
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
任
用
、
分
限
そ

の
他
の
人
事
行
政
に
関
す
る
制
度
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
法
務
大
臣
は

、
長
期
的
な
人
事
管
理
の
計
画
的
推
進
そ
の
他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
人

事
院
及
び
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
に
応
じ
、
法
務
大
臣
の
行
う
準
備

に
関
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

法
務
大
臣
は
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
施
行
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十

他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
人
事
院
及
び
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

権
限
に
応
じ
、
任
命
権
者
の
行
う
準
備
に
関
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

ゾ
』
任
命
権
者
は
、
こ
の
法
律
釦
施
行
的
Ⅱ
（
以
下
施
肘
Ⅱ
Ｌ
ｌ
ｌ
１
ｖ
向
Ｉ

ま
で
の
間
に
、
施
行
Ｈ
か
ら
令
和
四
年
三
月
二
１
Ｈ
ま
で
の
間
一
』
年
齢
六
１
年
に

達
す
る
職
員
（
当
該
職
員
が
占
め
る
官
職
に
係
る
第
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
脚

国
家
公
務
員
法
（
以
下
旧
国
家
公
務
員
法
」
と
い
う
）
第
八
Ｉ
条
切
一
第
↓

項
に
規
定
す
る
定
年
が
年
齢
六
１
年
で
あ
る
職
員
に
限
る
ゞ
｜
に
対
し
新
国
家
公

務
員
法
附
則
第
九
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
に
規
定
す
る
給
与
に
関
す
る
特
例

措
置
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
職
員
が
年
齢
六
１
年
に
達

す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当
怪
関
す
る
措
置
の
内
容
そ

山
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
Ｌ
一
す
る
と
と
も
に
、
脚
Ⅲ
山
翌
日
以
後
に
お

け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
⑪
し
一
す
る

３
※
特
定
地
方
警
務
官
に
制
す
る
附
則
第
二
条
第
二
項
の
読
替
》
ズ
（
第
酋
部
｝

１
※
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
に
対
す
る
附
則
第
二
条
第
・
項
伽
読
替
貞
（
第

５
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
検
察
庁
法

の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
任
用
分
限
そ
の
他
の

人
事
行
政
に
関
す
る
制
度
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
駒
、
仏
務
人
臣
は
、
長
期

的
な
人
事
管
理
ｍ
計
画
的
推
進
そ
の
他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
し
し
、
人
事
院
足

ぴ
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
に
応
じ
、
佳
務
大
臣
ゆ
伽
う
準
備
に
関
ｌ

必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
ｚ
ゞ

６
※
検
察
官
に
対
す
る
附
則
第
ゞ
“
条
第
二
項
並
び
の
規
定
（
第
．
部
）

’ Ｆ
ｆ
Ｌ
ｂ
毎

尚
一
回
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E

措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の

翌
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

六
十
三
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る

す
る
特
例
措
置
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
検
察
官
が
年
齢

し
、
新
検
察
庁
法
附
則
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
に
規
定
す
る
給
与
に
関

一
日
ま
で
の
間
に
年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除
く
。
）
に
対

（
国
家
公
務
員
法
の
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
新
国
家
公
務
員
法
第
六
１
条
の
の
蜆
定
は
施
行
Ⅱ
川
後
に
退
臓
を
Ｌ
卜

阿
条
第
項
に
規
定
す
る
年
齢
」
へ
１
年
以
上
退
職
者
（
次
項
に
お
い
て
新
国
家
公

務
員
法
に
よ
る
年
齢
六
１
年
以
止
退
職
者
」
と
い
う
｝
及
び
同
条
第
項
に
規
定

す
る
自
衛
隊
法
に
よ
る
年
齢
六
１
年
以
上
退
職
者
（
次
項
に
お
い
ｒ
一
新
自
衛
隊
法

に
よ
る
年
齢
六
１
年
以
止
退
職
者
Ｌ
ｒ
う
）
に
つ
い
て
適
用
す
る

卜
司
じ
）
の
任
用
、
分
限
そ
の
他
の
人
事
行
政
に
関
す
る
制
度
の
円
滑
な
実
施
を

確
保
す
る
た
ぬ
、
任
命
権
者
一
自
衛
隊
法
第
一
《
Ｉ
条
第
項
の
脱
走
に
よ
り
隊
員

の
任
免
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
者
を
い
う
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
附
則

第
八
条
か
ら
第
１
条
ま
で
〔
Ｐ
一
に
お
い
一
」
同
じ
一
は
、
長
期
的
な
人
事
管
卸

山
計
画
的
推
進
そ
の
他
必
要
な
準
備
を
行
》
７
も
め
ル
ー
｜
Ⅲ
防
衛
人
臣
は
、
任
命
権
者

の
行
う
準
備
に
閏
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
め
と
寸
／
る

８
※
防
衛
省
職
員
に
対
寸
る
附
則
第
二
条
第
二
項
並
び
の
規
定
急
弔
部
｝

９
※
裁
判
所
恥
員
に
対
す
る
附
則
第
↓
条
第
二
項
の
読
替
亥
念
弔
ゞ
部
）

７
第
仁
条
の
規
定
に
よ
る
改
旺
後
の
自
衛
隊
法
（
以
下
新
自
衛
隊
法
し
い
う

）
の
規
定
に
よ
る
隊
員
（
自
衛
隊
法
第
一
・
条
第
五
項
に
規
定
す
る
隊
員
を
い
う
〃
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』

り
一
任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
令
和
五
年
四
月
Ⅱ
、
令
和
Ｌ
年
四
月
Ⅲ
、
令
和
几

年
四
月
川
唖
び
令
和
Ｉ
年
四
月
Ｈ
を
い
う
以
下
一
両
項
に
お
い
一
一
同
Ｌ

一
か
ら
基
準
Ⅱ
小
翌
年
吻
一
Ⅲ
二
ｌ
Ｈ
ま
で
仙
問
基
準
Ⅲ
ｒ
わ
け
る
新
国
家
公

務
員
法
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
（
新
国
家
公
務
員
法
第
六
１
条
”

第
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
い
う
附
則
第
六
条
第
｜
項
を
除
き
、

以
ｆ
同
じ
）
を
占
洗
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該

煙
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
新

国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
六
第
一
一
項
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
以
下
一
一
の
項

及
び
附
則
第
五
条
第
・
一
項
に
お
い
て
同
じ
一
が
基
準
Ｈ
の
前
川
作
‐
お
削
る
新
国
家

公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
を
超
え
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
（
基
準
Ⅱ
に
お
ｊ
る
新
国

家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
が
新
国
家
公
務
員
法
第
八
１
条
唖
へ
第
項
本
文
卜
‐

規
定
す
る
定
年
で
あ
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
限
る
ゞ
一
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基

催
Ⅱ
以
俊
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
肖
胤
そ
伽
他
師
人
事
院
規
則
で
定
釣
る
極

時
間
勤
務
幽
目
職
（
以
下
一
品
項
に
お
い
て
新
国
家
公
務
員
法
原
則
定
年
相
当
年

齢
引
Ｌ
げ
短
時
間
勤
務
官
職
と
い
う
）
に
、
基
準
日
の
前
川
ま
で
↓
↑
新
国
家
公

務
員
怯
に
よ
る
年
齢
六
１
年
以
卜
退
職
者
又
は
新
自
衛
隊
法
ｒ
ｉ
る
年
齢
六
１
年
Ⅶ

Ｌ
退
職
者
と
な
っ
た
者
（
基
準
日
前
か
ら
新
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
Ｌ
第

務
し
た
後
基
準
日
以
後
に
退
職
を
し
た
者
を
含
む
一
山
つ
ち
基
準
Ⅱ
の
前
Ⅱ
に
非

い
て
同
Ｈ
に
お
け
る
当
該
新
国
家
公
務
員
法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
Ｌ
げ
短
時
間
勤

務
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
者
（
当
該
人
事
院

規
則
で
定
駒
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
あ
ご
Ｌ
は
、
人
事
院
規
則
で
定
弘
る
者
一
を

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
Ｌ
た
後
基
準
Ｒ
以
後
に
退
職
を
し
た
者
及
び
基

準
日
前
か
ら
新
自
衛
隊
法
第
川
’
四
条
の
七
第
↑
項
又
は
第
一
盾
〈
の
規
定
に
よ
り
鋤

／
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、
新
国
家
公
務
員
法
第
六
１
条
の
一
第
・
項
伽
規
定
に
よ
り
採
用
寸
る
こ
と
が
で
き

ず
、
新
国
家
公
務
員
法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
止
げ
短
時
間
勤
務
官
職
に
、
同
条
第

↓
一
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
定
年
前
再
任
川
短
時

間
勤
務
職
員
」
と
い
』
っ
）
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
Ｈ
に
お
け
る
当
該

新
国
家
公
務
員
法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
止
げ
短
時
間
勤
務
官
職
に
将
る
新
国
家
公

務
員
怯
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
当
該
人

事
院
規
則
で
定
肋
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
あ
っ
て
は
ゞ
人
事
院
規
則
で
定
釣
る
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任
Ｌ
又
は
転
任
す
る
一
一
と
が

で
き
な
い

３
平
成
１
年
１
月
仙
削
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
’
一
条
第
項
前
段
に
規
定

す
る
退
職
又
は
先
の
退
職
が
あ
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
、
司

喧
後
段
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
項
後
段
に
規
定
す
る
引
き
続
く
職
員
Ｌ
ｌ

Ｌ
て
の
在
職
期
間
に
は
、
同
Ⅱ
前
の
当
該
退
職
又
は
先
の
退
職
の
前
の
職
員
と
し
て

小
在
職
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る

４
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
１
条
の
四
一
彊
項
若
し
く
は
第
八
１
条
の
五
第
項

仙
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
又
は
暫
定
再
任
用
職
員
（
次
粂
第
填
若
ｌ
く
勘

第
一
一
項
史
は
附
則
第
五
条
第
項
若
し
く
は
第
一
ゞ
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
を
い
う
以
下
同
肥
一
と
’
て
在
職
し
て
い
た
期
間
が
あ
る
定
年
前
再
任
用
類

時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
新
国
家
公
務
員
法
第
八
’
一
条
第
二
項
後
段
の
規
定
の
適

川
に
フ
い
て
は
・
同
項
後
段
叩
又
は
と
あ
る
の
は
、
叉
は
国
家
公
務
員
法
等

⑱
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
号
リ
ド
こ
め
項
に
お
い
て

令
和
元
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
」
と
い
う
一
第
粂
山
規
定
に
よ
る
政
汗

削
の
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
凹
第
唄
砦
Ｌ
く
は
第
八
Ｉ
条
の
ｈ
第
噸

－5 －



山
規
定
に
よ
ぃ
か
つ
て
採
用
さ
れ
て
職
員
と
し
て
在
職
Ｌ
て
い
た
期
間
、
令
和
元
年

国
家
公
務
員
法
等
改
肥
怯
附
則
第
四
条
第
項
若
Ｉ
く
は
第
一
項
若
Ｌ
く
い
附
則
第

ｈ
条
第
項
若
Ｌ
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
か
望
Ｌ
採
用
さ
れ
》
」
令
和
元
年
国
家

公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
川
職
員
１
」
し
て
在

職
し
て
い
た
期
間
若
し
く
は
と
す
る

５
施
行
Ｈ
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
師
第
埴
の
規
定
ｒ
止
り
勤
務
す

る
こ
し
一
と
さ
れ
、
か
つ
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
期
限
（
同
噴
切
期
限
叉
は
同

条
第
↑
一
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
を
い
う
以
下
一
応
項
及
び
次
項
に
お

い
て
同
に
）
か
施
行
Ⅱ
以
後
に
到
来
１
る
職
員
（
次
項
ｒ
お
い
ご
Ⅲ
国
家
公
務

員
法
勤
務
延
長
職
員
」
し
一
い
う
）
に
係
る
当
該
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
期
限

ま
で
の
間
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
三
第
項
又
は
第
』
盾
仇
蝿

定
に
よ
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
新
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
砂
し
め
規
定
に
か
か

・
”
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

6’
１
新
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
山
第
・
項
の
規
定
は
、
施
行
Ⅱ
に
お
い
く
第
万

項
の
規
定
に
よ
け
同
粂
第
ゞ
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
を
占
舶
ナ
ま
ま
引
き
続
き

勤
務
し
て
い
る
職
員
に
は
適
用
Ｌ
な
い

任
命
権
者
は
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
つ
い
て
川
国
家
公
務
員
法

勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場
合
に

お
い
て
新
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
的
Ｌ
第
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
か
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
仙
翌
Ⅱ
か
ら
起
算
ｌ

直
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
一
一
と
が
で
き
る
た
だ
Ｉ
、
そ
い

期
限
は
、
そ
め
職
員
に
係
る
Ⅲ
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
加
第
噛
に
規
定
す

る
定
年
退
職
Ｒ
の
翌
Ⅱ
か
し
起
算
し
て
二
年
を
超
え
る
こ
と
か
で
き
趣
い

川
国
家
公
務
員
法

八
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８
任
命
権
者
は
、
基
準
Ｈ
（
施
行
Ｈ
、
令
和
五
年
四
月
Ⅱ
‘
も
和
し
年
凹
月
Ⅱ

、
合
和
九
年
四
月
↓
Ⅱ
及
び
令
和
Ｉ
年
四
月
川
を
い
う
以
Ｉ
｜
品
項
に
お
い

と
同
じ
〉
か
ら
基
準
日
の
翌
年
⑫
↓
月
一
一
１
Ｈ
ま
で
の
間
、
基
準
Ｈ
に
お
州
ろ

新
国
家
公
務
員
法
定
年
（
新
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
六
第
項
に
規
定
す
る

定
年
を
い
う
‐
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
一
か
基
準
日
の
前

Ｈ
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
（
同
旧
が
令
和
三
年
一
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
で
あ
る
場

合
に
は
、
同
川
に
お
川
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
ゞ
第
一
項
に
規
定
す
る

定
年
）
を
超
え
る
官
職
（
基
準
日
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
か
新
国
家
公
務

員
法
第
八
Ｉ
条
伽
六
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
官
哉
↑
一
狼
ろ
｝
股

．
Ｔ
Ⅱ
Ⅲ
Ｉ
ｊ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ

ぴ
こ
訓
に
相
当
す
る
墓
準
Ｈ
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定

防
る
官
職
に
、
基
準
日
か
ら
基
準
日
切
翌
年
の
三
月
三
Ｉ
日
ま
で
の
間
に
新
国
家

公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
Ｌ
第
項
若
し
く
ぼ
第
↓
項
の
規
定
又
は
第
五
項
若
し
く

は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
昌
両
う
ち
、
基
準
日
乃
前
川
に
お
い
て

同
Ⅱ
に
お
け
る
当
該
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
（
同
Ⅱ
が
令
和
１
年
↓
↓
Ⅲ

一
一
Ｉ
ｕ
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
Ｈ
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の

第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
）
に
達
し
て
い
る
職
員
一
当
該
人
事
院
規
則
で
定
抽
る
官

職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
齢
る
職
員
）
を
、
昇
征
Ｉ
降
任
ｌ
、
又
は
転

任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

９
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
｛
附
則

第
Ｌ
条
に
お
い
て
新
般
職
給
与
法
と
↓
う
｝
附
則
第
八
項
か
ら
第
’
六
項

ま
で
の
規
定
は
、
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
臘
員
に
は
適

用
し
な
い

川
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
Ｅ
定
馳
る
も
の
の
ほ
か
、
第
五
項
又
は
第
六
項
仙
規
定
ｒ

－7－



第
四
条
任
命
権
者
ぱ
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
’
五
年
Ｅ
達
す
る
日
以
後

怪
お
り
る
最
初
の
一
Ⅱ
一
一
Ｉ
Ⅱ
｛
以
下
｜
易
条
及
び
次
条
に
お
い
・
」
年
齢
」
へ
Ｉ

九
年
到
達
年
度
の
末
Ⅱ
と
い
う
）
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
弱
て
、
そ
の
者
を

採
用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
今
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
別
表
第
１
に
規
定
す
る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
が
占
油
る
官

職
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
行
政
執
行
法
人
の
官
職
し
一
し
て
人
事
院
規
則
で
走
齢
る
官
職

（
以
ｒ
こ
れ
ら
の
官
職
を
指
定
職
」
と
い
う
）
を
除
く
以
卜
こ
の
喧
及
び
狄

喧
に
お
い
、
↓
Ｌ
同
じ
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
茶
の
癖
弱
↓
頃
に
規
定

１
る
定
年
（
施
行
Ⅱ
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官

臘
に
ふ
ノ
ー
Ｌ
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
）
に
達
し
て
い
る
者
を
、
人
事
院
抑

則
で
定
枇
る
し
」
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
”
他
、
人
事
院
規
則
で
定
沸
ろ

情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
”
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
蜥
Ｉ
常
時
勤

務
を
要
す
る
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
ゞ

施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
一
第
項
の
規
定
に
よ
り
退
職

’
た
肴

《
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
哩
一
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
施
行
Ｈ
前
ｒ

退
職
Ｌ
た
者
（
同
条
及
び
前
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後

施
行
Ⅱ
以
後
に
退
職
し
た
者
を
含
む
一

「
施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
前
一
一
号
に
掲
げ

る
者
を
除
く
）
の
う
ち
、
勤
続
期
間
そ
い
他
の
事
情
を
考
盧
し
て
前
ゞ
｜
号
に
掲

げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
肋
る
者

よ
る
勤
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る

－8－



山
施
行
日
前
に
旧
圃
衞
隊
怯
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
Ⅲ
Ｈ
衛
隊
法
第
四
１

四
条
の
こ
の
規
定
及
び
附
則
第
九
条
第
五
項
又
は
第
六
項
〔
Ｐ
一
山
規
定
に
よ
り

勤
務
し
た
後
施
行
Ｈ
以
後
に
退
職
し
た
者
を
含
打
一
の
う
ち
、
前
三
号
に
掲
げ

る
者
に
準
ず
る
者
し
一
し
て
人
事
院
規
則
で
定
ぬ
る
者

２
令
和
ｌ
｜
一
年
三
月
一
一
Ｉ
川
ま
で
脚
間
、
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
つ
ち

年
齢
六
’
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
を
採

朋
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
陸
定
年
に
産
’

て
い
る
者
を
、
人
事
院
規
則
で
定
油
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他

の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

で
任
期
を
定
め
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
か
一
心
き
る

施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
六
第
項
の
規
定
に
よ
り
退

職
’
た
者

施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
Ｌ
第
項
又
は
第
二
項
伽
規

0J
唖）

定
に
よ
り
勤
務
’
た
後
退
職
Ｌ
た
者

施
行
Ⅲ
以
後
仁
新
国
家
公
務
員
法
第
六
１
条
の
一
第
増
価
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
者
ｍ
う
ち
、
同
条
第
↓
｜
項
に
規
定
す
る
任
期
が
満
ｒ
Ｌ
た
一
一
し
一
に
よ
り
退

職
し
た
者

山
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
前
一
↓
号
に
掲

げ
る
者
を
除
く
一
山
つ
ち
、
勤
続
期
間
そ
の
他
胸
事
情
を
考
盧
し
て
前
三
口
Ｅ
‐

掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
駒
る
者

澁
施
行
日
以
後
に
新
自
衛
隊
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
の
う
ち
、
前
各
号
に

掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
！
’
て
人
事
院
規
則
で
定
肋
る
者

前
二
項
の
任
期
又
は
一
一
の
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
た
任
期
は
人
事
院
規
則

－9－



第
世
条
任
命
権
者
は
、
新
国
家
公
務
員
法
第
六
卜
条
の
↓
第
〆
頂
汎
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
前
条
第
↓
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
卜
五
年
到
達
年
度
の
末
Ⅲ

ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
め
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官

職
（
指
定
職
を
除
く
以
下
こ
の
頃
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
Ｅ
係
る
旧
国
家

公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
ｍ
官
職
を
占
肋
る
職
員
が
常
時
勤
務
を

要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
曲
目
職
を
占
め
て
い

る
も
の
レ
ー
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
乃
一
第
一
一
項
に
規
定

Ｊ
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
任
期
に
つ
い
て
は
、
当
該
任
期
の
未
Ⅱ
は
、
第
項
若
ｌ

く
は
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
者
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す

る
者
の
年
齢
大
卜
五
年
到
達
年
度
の
末
日
以
前
で
な
け
れ
ば
な
向
な
い

＃
る
定
年
（
施
行
刑
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
釣
る
官

職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
酌
る
年
齢
）
を
い
う
］
に
達
し
て
い
る
者
を

、
人
事
院
規
則
で
定
幼
る
と
こ
ろ
に
よ
り
・
従
前
の
勤
務
実
績
そ
山
他
の
人
事
院
規

則
で
定
沈
る
情
報
に
基
う
／
、
選
考
Ｅ
よ
り
、
年
を
超
え
な
い
範
側
内
で
任
期
を
定

酌
、
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

２
令
和
’
二
年
三
月
二
１
Ⅱ
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
新
国
家
公
務
員
法
第
六

１
条
の
第
三
項
ｍ
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
。
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち

、
年
齢
六
’
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
問
に
あ
る
者
で
府
て
、
そ
の
者
を
採

川
し
よ
う
と
寸
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
ｒ

達
し
て
い
る
者
（
新
国
家
公
務
員
法
第
六
１
条
の
一
第
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
輝

で
定
駒
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
更
新
１
る
一
一
Ｌ
｜
が
一
ピ
き
る

－ 10－



[

、

第
六
条
施
行
日
前
に
Ⅲ
国
家
公
務
員
法
第
八
卜
条
の
四
第
唄
又
は
第
八
Ｉ
条

山
五
第
項
の
規
定
に
よ
り
採
川
さ
れ
た
職
員
（
以
下
’
一
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

Ⅲ
国
家
公
務
員
法
再
任
用
職
員
と
い
つ
）
心
う
ち
、
こ
の
法
律
の
施
行
㈹
際

現
に
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
を
占
駒
る
職
員
は
施
行
日
に
『
附
則
第
四
条
第

唄
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
も
㈱
と
み
な
す
こ
の
場
合
ｒ
才
い
て
、
当
該
採
用

さ
れ
た
も
の
し
｝
み
な
さ
れ
る
職
員
の
任
期
は
、
伺
項
の
規
定
に
｝
小
か
か
ら
ず
、
施
行

Ⅱ
に
お
け
る
Ⅲ
国
家
公
務
員
法
再
任
用
職
員
と
し
て
の
任
期
の
残
圧
期
間
と
同
㈹

期
間
と
す
る
‐

２
旧
国
家
公
務
員
法
再
任
用
職
員
の
う
ち
、
’
一
の
法
律
の
施
行
の
隙
現
に
旧
国
家
公

務
員
法
第
八
Ｉ
染
の
丘
第
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
払
る
職
員

は
、
施
行
Ⅲ
に
、
前
条
第
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
４
Ｔ
の
と
み
な
す
↑
尻

場
合
に
お
い
て
、
当
該
採
用
さ
‐
訓
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
職
員
の
任
期
は
Ⅷ
同
咽
航

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
Ｈ
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
再
任
用
職
員
Ｌ
一
し
て
、

任
期
の
残
任
期
間
と
同
の
期
間
と
す
る

柵
任
命
樵
者
は
暫
定
再
任
川
職
員
を
指
定
職
に
昇
係
ｌ
、
又
は
転
任
す
る
一
一
レ
ー
カ

時
間
勤
務
の
官
職
に
採
用
す
る
一
一
と
か
で
き
る
者
を
除
く
）
を
、
人
事
院
規
則
で

定
抽
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
め
他
の
人
事
院
規
則
で
定
釣
る
情
報

怪
基
づ
く
選
考
に
よ
師
、
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
駒
、
短
時
間
勤
務

の
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

３
前
一
項
両
規
定
に
よ
り
採
用
さ
Ｆ
恥
た
職
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
三
項
及

び
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る

て
き
た
い
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１
任
命
朧
者
は
⑤
附
則
第
四
条
第
項
又
は
前
条
第
喧
の
規
定
こ
よ
り
採
用
し
た

職
員
の
う
ち
当
該
職
員
を
昇
仔
Ｉ
、
降
柾
Ｌ
、
又
は
転
妊
Ｌ
Ｌ
う
し
一
寸
る
官
職
に
係

る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
一
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
（
施
行
Ｈ
以
後
に

設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
緬
人
事
院
規
則
で
定
抽
る
官
職
に
猫
く
は
、
人
事
院
槻

則
で
定
油
る
年
齢
）
に
達
し
た
職
員
以
外
の
職
員
及
び
附
則
第
四
条
第
一
埴
込
は
前

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
Ｌ
た
職
昌
耐
う
ち
当
該
職
員
を
昇
任
ｌ
、
降
何
ｌ
、

又
は
転
征
し
よ
う
と
す
る
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
第
八
１
条
乃
六
第
二
順

に
規
定
す
る
定
年
に
達
し
た
職
員
以
外
の
職
員
を
、
指
定
職
以
外
⑭
常
時
勤
務
を
要

す
る
官
職
に
昇
任
し
降
仔
ｌ
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
小
、

５
前
一
↑
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
第
六
１
条
の
一
一
第

：
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

と
あ
る
い
は
《
定
年
前
両
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
“
国
家
公
務
員
法
等
、
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
号
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
令
和
元

年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
」
と
い
う
）
附
則
第
四
条
第
岨
又
は
第
捌
条
第

嗅
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
た
職
員
の
う
ち
当
該
職
員
を
昇
仔
Ｉ
降
任
－
、
又
は
軒

任
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
定
年
州
当
年
齢

短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
が
．
常
時
勤
務
を
要
寸
る
官
臘
で
そ
い
職
務
が

当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
臘
を
占
め
て
い
る
も
の
Ｌ
Ｌ
た
場
合
に
お
州

る
令
和
元
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
第
粂
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
心
第
八
１

条
の
二
第
↓
一
項
に
規
定
す
る
定
年
（
施
行
Ｈ
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人

事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
ふ
る
年
齢
）
を
い
う

）
に
達
し
て
い
る
職
員
及
び
令
和
元
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
四
条
粋
弔

埴
又
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
た
職
員
の
う
ち
当
該
職
員
を
昇
仔
Ｉ
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、
降
征
Ｉ
、
又
は
転
征
し
よ
う
と
寸
る
短
時
間
勤
務
の
官
聡
に
係
る
新
国
家
公
務
員

鮭
定
年
州
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
ぬ
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る

官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
い
て
い
る
も
の

と
Ｌ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
卜
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
を
い
つ
一
に

達
し
て
い
る
職
員
↑
と
す
る

６
任
命
権
者
は
、
基
準
Ｈ
（
前
一
一
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
に
お
け
る
各
年
⑱
川

Ⅲ
Ⅱ
（
施
行
日
を
除
く
一
を
い
う
以
下
こ
の
項
に
お
い
一
』
同
じ
」
か
ら
基

準
日
の
翌
年
の
二
月
三
卜
ｕ
ま
で
の
間
、
基
準
日
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定

年
（
新
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
岨
へ
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
｛
短
時
間
勤
務

の
官
職
に
あ
っ
て
は
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を

要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
臘
を
占
め
て
い

る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
定
年
）
を
い
↓
以
ｒ
こ
め
項
ｒ

お
い
て
同
じ
一
か
基
準
日
の
前
日
に
お
ｊ
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
を
超
え
る
官

職
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
刀
人
事
院
規
則

｛
ご
定
め
る
官
職
（
以
下
こ
め
項
に
お
い
て
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
し
げ
官
職

と
Ｌ
う
）
に
‐
附
則
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
基
準
川
の
前
Ｈ
ｒ

お
い
て
同
Ｈ
に
お
け
る
当
該
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
止
げ
官
職
ｒ
係
る
新
国
家
公

務
員
法
定
年
に
達
し
て
い
る
者
（
当
該
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は

人
事
院
規
則
で
定
枇
る
者
）
を
、
同
条
第
二
項
又
は
前
条
第
↓
項
切
規
定
に
よ
り
採

川
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
側
そ
の
者
を
採
用
Ｌ
よ
う
と
す
る
新
国
家
公

務
員
法
定
年
引
止
げ
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
に
達
し
て
い
る
も
の
と
み

な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
、
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
Ｌ
げ
官
職
に
、
剛

則
第
四
条
第
二
項
又
は
前
条
第
ゞ
｜
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
・
訳
た
職
員
の
う
ち
基
準
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－
１
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
た
し
て
、
新
国
家

公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
第
．
項
後
段
の
規
定
を
適
用
す
る
一
・
｜
ｗ
場
合
に
お
い
て
、

同
項
後
段
中
年
齢
六
ｌ
年
以
ｌ
退
職
者
と
あ
る
、
は
国
家
公
務
員
法
等
の

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
号
以
下
こ
め
項
に
お
い
て
令

和
元
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
し
一
い
う
一
附
則
第
四
条
第
項
第
一
号
か
ら

第
二
号
ま
で
若
し
く
は
第
二
項
第
号
、
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
に
褐
刷
る
者
Ｌ

な
っ
た
日
若
し
く
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
年
齢
六

１
年
以
上
退
職
者
一
し
一
、
又
は
一
と
あ
る
の
は
一
又
は
令
和
元
年
国
家
公
務
員
法

等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
小
四
第

項
若
し
く
は
第
八
Ｉ
条
の
五
第
項
的
規
定
に
よ
り
か
つ
て
採
用
さ
れ
て
職
員
Ｌ
｜

し
て
在
職
し
て
い
た
期
間
、
令
和
元
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
四
条
第

唄
若
Ｌ
く
は
第
二
項
浩
Ｌ
く
は
第
五
条
第
↑
項
若
し
く
は
第
《
｛
噸
の
規
定
に
よ
り
力

っ
て
採
用
さ
れ
て
令
和
元
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
三
条
第
四
項
虐
規
定

１
る
暫
定
再
任
用
職
員
Ｌ
ｌ
Ｌ
て
在
職
し
て
い
た
期
間
若
し
く
は
と
寸
る

Ｈ
小
成
Ｉ
年
１
月
Ⅱ
前
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
ｌ
条
第
二
項
前
段
に
規
定

日
の
前
Ｈ
に
お
い
て
同
Ⅱ
に
お
ｊ
る
当
該
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
ｌ
げ
官
職
に
係

る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
に
達
し
て
い
る
職
員
（
当
該
人
事
院
規
則
で
定
釣
る
宮
幟

に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
駒
る
職
員
）
を
、
昇
任
Ｌ
，
峰
征
し
、
又
は
転
任

し
よ
↑
つ
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
職
員
は
当
該
職
員
を
昇
任
－
、
降
任
Ｉ
、
又
は
転

任
し
よ
う
と
す
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定

年
に
達
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
第
四
項
の
規
定
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
新
国
家
公
務
員
法
第
六
１
条
の
二
第
三
頃
の
規
定
を
適
用
す
る
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第
Ｌ
条
暫
定
再
任
用
職
員
（
短
時
間
勤
務
の
官
臘
を
占
沈
る
暫
定
再
任
用
職
員
〈
以

卜
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
一
と
い
う
）
を
除
く
以
Ｆ
こ
の
項
及
び
次

項
に
お
い
て
同
じ
一
山
俸
給
月
額
は
、
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
が
定
年
餉
再
任
川

に
関
す
る
法
律
第
夫
条
第
異
項
に
規
定
す
る
俸
給
表
砂
定
年
前
再
任
州
短
時
間
勤
務

職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
俸
給
月
額
⑪
う
ち
、
同
法
第
八
条
第
一
項
山
規
定
に
上
川

当
該
暫
定
再
任
用
職
員
が
属
す
る
畷
務
の
級
に
応
ｒ
’
た
額
と
す
る

り
］
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
１

｜
条
第
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す

る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
何
項
中
と
す
る
Ｌ
一
狩
る
い
ば
、
に
、

国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
口
亘
第
１
Ｌ

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
、
た
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
一
－
１
百
互
第
五
条
箒
ゞ
↓
暇
た
だ
し
書
伽
規
定
に
よ
り

定
油
ら
、
加
た
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時

９
退
職
時
に
特
定
地
方
警
務
官
（
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
祇
陵
の
警
察
法
第
五
’

八
条
的
第
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
警
務
官
を
い
う
）
｜
㎡
恋
た
者
ｒ
は
、

前
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
も
の
Ｌ
）
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
般
職
の
職
員
の
給
与

す
る
退
職
又
ば
先
の
退
職
が
あ
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
仙
項
の
規
定
Ｅ
上

り
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
同
条
第
一
一
項
後
段
㈹
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
は
、
同
項
後
段
に
規
定
す
る
引
き
続
く
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
は

ゞ
同
日
前
の
当
該
退
職
又
は
先
の
退
職
の
前
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
言
ま
雄

い
＃
ｂ
め
し
ズ
リ
夷
》
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５
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
新
舩

職
給
与
法
第
１
几
条
の
凹
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
↑

６
新
一
般
職
給
与
法
第
’
九
条
伽
Ｌ
第
一
項
の
職
員
に
暫
定
再
任
用
職
員
が
含
ま
刺

る
場
合
に
お
け
る
勤
勉
Ｔ
当
の
額
の
Ｍ
条
第
ゞ
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
怪
分
ご
と

め
総
額
の
算
定
に
係
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
あ
る
の
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
腱

び
国
家
公
務
員
法
等
の
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
口
互
附

則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
一
次
号
に
お
い
て
暫
定
再
任
用

胤
員
」
と
い
う
し
一
、
Ｍ
項
第
号
叩
定
年
前
両
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

Ｌ
｜
渡
る
の
は
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
と
す
る

〉

ｌ
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
忍
な
し

↑
』
、
新
般
職
給
与
法
第
１
↓
条
第
↓
↑
項
、
第
’
六
条
第
ゞ
・
項
及
び
第
．
ｌ
条
第

項
の
規
定
を
適
用
す
る

３
暫
定
再
任
川
短
時
間
勤
務
職
員
の
俸
給
月
額
は
、
当
該
暫
定
再
任
剛
短
時
間
勤
務

職
員
が
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
俸
給
表
の
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
俸
給
月
額
の
う
ち
、
同
法
第
八
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
が
属
す
る
臘
務
の
級
に

応
じ
た
額
に
、
般
幟
の
職
員
的
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
’
三
号
｝
第
五
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
洗
ら
れ
た
当
該
暫
定
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得

た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
う
る

間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
と
ず
る

－ 1A－
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1
J

山
川
、
第
１
条
ゞ
第
１
粂
心
↓
、
第
１
条
の
五
か
ら
第
１
条
の
Ｌ
ま
で

第
１
粂
の
九
、
第
１
条
の
ｌ
、
第
卜
三
条
の
二
及
び
第
１
四
条
並
び
に
新
般

職
給
与
法
第
八
条
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
に

は
適
用
し
な
い

８
附
則
第
四
条
第
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
条
第
項
若
し
”
、
は
第
一
項
の

規
定
に
上
り
採
用
さ
れ
た
職
員
ｍ
う
ち
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
を
占
肋
る
臘
員

に
対
す
る
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
条
第
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
又
は
自
衛
隊
法
」
と
あ
る
の
ば
、
自
衛
隊
法
と
、
第
四
卜
九
条
⑭

〃
一
第
項
し
｝
あ
る
い
は
一
第
四
’
五
条
の
二
第
項
又
は
国
家
公
務
員
法
等
の

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
怯
律
第
号
｝
附
則
第
四
条
第
唄
芳
Ｌ
く

７
州
川
第
－
１
｜
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
寸

９
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
Ｉ

Ｌ
、
附
則
第
１
乢
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
ｍ
育
児
休
業
等
に
関
す

る
法
律
第
一
↑
’
六
条
第
項
並
び
に
附
則
第
ゞ
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
⑱
般

職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
喧
〈
、
第
六
粂
第
項

た
だ
し
書
及
び
第
｜
↓
項
た
だ
し
書
、
第
Ｌ
条
第
二
項
、
第
１
条
、
第
１
Ｌ
条
第

項
並
び
に
第
一
・
’
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
〃

Ⅱ
川
則
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
前
各
項
に
定
め
る
も
の
め
ほ
鈴
、
暫
定
再
任
用

る
法
律
（
昭
和
一
『
’
四
年
法
律
第
二
百
号
一
の
規
定
並
び
に
般
職
的
職
員
の
給
与

職
員
の
任
用
そ
め
他
暫
定
再
任
用
職
員
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定

は
第
二
項
若
ｌ
く
は
第
五
条
第
項
若
し
く
は
第
、
｜
項
と
す
る

に
関
寸
る
法
律
第
八
条
第
四
項
、
第
Ｌ
項
、
第
九
項
か
ら
第
１
項
ま
で
、
第
１
条

－ 17－
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（
自
衛
隊
法
的
部
改
脈
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
※
附
則
第
三
条
並
び
の
規
定
（
第
二
部
）

第
九
条
※
附
則
第
四
条
並
び
の
規
定
（
第
》
｜
部
）

第
１
条
※
附
則
第
五
条
並
び
的
規
定
（
第
↓
｜
部
）

第
１
条
※
附
則
第
六
条
並
び
の
規
定
（
第
。
｜
部
）

第
１
一
条
※
附
則
第
Ｌ
条
並
び
の
規
定
（
第
二
部
）

一
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
一

第
卜
三
条
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
怯

律
第
三
卜
し
条
の
・
及
ひ
附
則
第
’
一
項
か
ら
第
’
五
項
ま
で
の
規
定
は
施
行
Ｈ

以
後
に
退
職
し
た
同
条
に
規
定
す
る
若
年
定
年
退
職
者
で
恥
ジ
て
、
退
職
の
Ⅱ
に
お

い
て
定
仇
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
に
達
す
る
Ｒ
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
も

め
に
係
る
若
年
定
年
退
職
者
縮
付
金
に
フ
い
て
通
用
し
、
退
職
の
Ｈ
に
お
い
て
定
駒

ら
訓
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
に
達
す
る
日
が
施
行
Ｈ
前
で
あ
る
同
条
に
規
定
す

る
若
年
定
年
退
職
者
及
び
施
行
日
前
に
退
職
し
た
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
三
卜
し
条
仰
一
に
規
定
す
る
若
年
定
年

退
職
者
仁
係
る
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

１
ノ
ー
ノ
ｒ

心
皿
ジ
マ
〆
恥
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間
勤
務
隊
員
に
関
連
す
る
制
度
又
は
新
検
察
庁
法
に
規
定
す
る
年
齢
が
人
卜
一
一
年
に

達
し
た
検
察
官
の
任
用
に
関
連
す
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
政
府
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、
国
家
公
務
員
の
給
与
水
準
が
旧
国
家
公
務
員

抵
第
八
Ｉ
条
の
一
第
二
項
（
附
則
第
’
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
裁
判
所
職

員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
一
、
第
四
条
山
規
定
に
よ
る
改

止
前
の
検
察
庁
法
第
↑
・
Ｉ
・
一
条
又
は
川
自
衛
隊
法
第
四
’
四
条
の
一
第
一
《
項
に
規
定

す
る
定
年
の
前
後
で
連
続
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
国
家
公
務
員
の
給
与
制
度
に
つ

い
て
、
人
事
院
に
お
け
る
検
討
の
状
況
を
踏
ま
え
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

（
検
討
）

第
１
ｈ
条
政
府
は
、
国
家
公
務
員
の
年
齢
別
構
成
及
び
人
事
管
理
の
状
況
、
民
間
に

お
け
る
高
年
齢
者
の
雇
用
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
並
び
に
人
事
院
に
お
け
る
検
討
の

状
況
に
鑑
み
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
国
家
公
務
員
法
（
附
則
第
’
八

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
㈹
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
若
Ｌ
／
、
‐
新
自
衛
隊
法
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る

降
任
等
若
Ｌ
く
且
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
若
し
く
は
定
年
前
再
任
用
短
時

〈
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
等
、
の
委
任
〉

第
十
四
条
附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行

に
関
Ｉ
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
｛
人
事
院
の
所
掌
す
る
事
項
ｒ
つ
い
て
は
、
人

事
院
規
則
）
で
定
酌
ろ
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（
教
育
公
務
員
特
例
法
の
部
改
正
）
｛
Ｐ
｝
※
Ｆ
審
査
巾

第
’
六
条
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
↓
ゞ
’
四
年
法
律
第
一
号
一
Ｗ
部
を
次
の
ょ

（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
部
改
正
）

第
１
Ｌ
茶
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
ｌ
・
年
法
律
第
百
一
号
一
小
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

第
五
ｌ
凡
条
第
一
項
叩
第
八
Ｉ
粂
の
第
一
↓
喧
各
号
を
第
八
Ｉ
乗
の

《
一
第
項
叩
人
事
院
規
則
で
定
甜
る
も
の
を
除
く
と
あ
る
の
は
行
政
執
行
法

人
の
長
が
定
め
る
も
の
を
除
く
と
、
同
条
第
一
一
項
各
号
、
同
法
第
八
Ｉ
粂
仙
丘

第
喧
各
号
及
び
第
↓
一
項
、
第
八
Ｉ
条
の
六
第
｜
一
項
腋
び
に
第
八
１
．
条
の
上
第

項
各
号
並
び
に
同
法
附
則
第
１
凡
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
表
に
、
第
八
１

条
の
二
第
二
項
を
第
八
Ｉ
条
抑
五
第
二
項
及
び
第
八
Ｉ
粂
の
Ｌ
第
二
恥
（

に
改
約
、
し
｜
き
ば
と
」
の
下
に
、
同
条
第
項
中
延
長
を
Ｌ
、
か
つ
，

人
事
院
釣
承
認
を
得
た
と
あ
る
め
は
延
長
を
Ｌ
た
Ｌ
｜
を
川
貞
と
す
る

を
レ
ー
、
側
法
附
則
第
１
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
捨
霜
１
条
小
し
｜
し

て
人
事
院
規
則
で
と
あ
る
の
ば
し
）
し
て
行
政
執
行
法
人
の
長
が
‐
二
、
同
項
中

人
事
院
規
則
で
定
釣
る
年
齢
」
し
、

Ｌ
一
あ
る
め
は
行
政
執
〃
川
法
人
の
長
が
定

肋
る
年
齢
レ
ー
、
と
す
る
に
改
油
ろ

〈
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
の
部
改
肚
）

第
’
八
条
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
ｆ
す
る

う
仁
改
正
す
る
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’

（
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。第
十
六
条
の
表
第
八
条
第
十
二
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号

の
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に

改
め
、
同
表
第
十
六
条
第
三
項
の
項
を
削
る
。

第
十
七
条
の
表
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
七
条

第
二
項
、
第
十
一
条
及
び
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
項
中
「
、
第
六
条
第
二
項
た

だ
し
書
」
を
「
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「
第
八
十
一
条
の

五
第
三
項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
表
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
第
十
六
条
第
三
項
の
項

を
削
り
、
同
表
第
十
九
条
の
八
第
三
項
の
項
中
「
第
十
条
の
四
」
を
「
第
八
条
第
四

項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
十
条
の
四
」
に
、
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
二
条
第
一
項
の
項
中
「
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
閏
す
る
法
律
の
部
改
正
）

第
１
九
条
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
乃
よ
う
仁
改
胚

す
る
辰第
’
六
条
の
表
第
八
条
第
１
ゞ
↓
項
の
項
を
削
艸
‘
同
表
第
１
条
第
一
一
項
第
一
号

哩
唄
巾
再
任
川
短
時
間
勤
務
職
員
を
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に

改
め
、
同
表
第
’
六
条
第
三
項
の
項
を
削
る

第
１
Ｌ
粂
㈹
表
第
六
条
第
項
た
だ
し
書
、
第
六
条
第
一
一
項
た
だ
し
書
、
第
七
条

第
↓
盾
〈
、
第
卜
｜
条
及
び
第
１
Ｌ
条
第
項
第
↓
号
の
項
中
、
第
六
条
第
二
項
た

だ
し
書
」
を
一
及
び
第
苫
項
た
だ
し
書
」
に
、
及
び
」
を
並
び
に
１
に
卜
閂

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
‐
を
‐
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
↓
』
改
防
る

許
弔
卜
二
条
第
一
埴
中
肉
定
肋
る
を
一
で
定
肋
る
Ｐ
、
第
八
卜
条
の

丘
第
三
項
を
尋
弔
』
へ
－
条
の
一
第
三
項
Ｅ
改
め
る

第
、
’
四
条
の
表
第
ト
ー
条
第
二
項
第
一
号
の
項
中
↓
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

を
一
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
油
、
同
表
第
’
八
条
第
一
項
の
項

を
削
帥
同
表
第
卜
九
条
の
八
第
三
項
の
項
中
第
１
条
的
四
を
第
八
条
第
四

頃
か
ら
第
１
項
ま
で
‘
第
１
条
の
山
」
に
、
再
任
用
職
員
を
定
年
前
再
仔

用
短
時
間
勤
務
職
員
」
程
改
砧
、
同
表
第
三
卜
《
一
条
第
↓
喧
閃
項
中
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
改
駒
る

本
則
篇
号
中
一
執
行
官
に
つ
い
て
の
卜
に
第
六
１
条
的
：
を
加
え
、

第
八
Ｉ
条
の
犬
ま
で
を
一
第
八
Ｉ
条
の
八
ま
で
並
び
催
附
則
第
八
条
及
び

第
九
条
に
改
め
、
本
則
第
１
号
中
‐
第
二
条
第
一
一
項
第
《
号
を
第
一
一
条
第

項
第
一
白
戸
に
改
め
る
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’

第
二
十
五
条
の
表
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
一
条
、

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
三
条
の
項
中
「
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二

項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「
第
八
十
一
条
の

四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
項

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
も
の
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
第
二
十
三
条
第
一
項
の
項
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
三

項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
三
項
」
に
、
「
第
四
十
四
条
の
五
第
三
項
」
を
「
第
四

十
一
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
前
条
第
一
項
の
項
中
「
第
八
十
一
条
の
四
第

一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
十
四

条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二

第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
」
を
「

自
衛
隊
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第

四
十
四
条
の
五
第
一
項
又
は
」
を
削
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し

（
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す

る
読
替
え
）

２
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

附
則
に
次
の

見
出
し
も
｜
項
。
兇
鵬
し
及
び
４
項
を
加
え
る
。

第
弓
卜
血
条
の
表
第
六
条
第
一
↓
唄
及
び
第
一
一
項
、
第
七
条
第
：
項
、
第
１
条
、

第
１
Ｌ
条
第
項
第
号
並
び
に
第
菖
’
三
条
の
項
中
一
第
卜
へ
条
第
項
及
び
第
一
“

聰
」
を
一
第
坐
ハ
条
第
項
た
だ
Ｌ
書
及
び
第
一
項
た
だ
し
書
ル
‐
，
閂
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
を
一
”
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
改
乱
る

第
｜
’
六
条
第
項
叩
の
定
勘
る
を
で
定
融
る
ｒ
、
第
八
Ｉ
条
帥

四
第
］
項
又
は
第
八
Ｉ
条
め
五
第
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
・
訓
た
職
員
で
同
項

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
肋
る
も
の
を
一
第
一
へ
１
条
の
’
第
二
項
に

規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る

第
』
’
し
条
第
項
の
表
第
一
，
ｒ
一
条
第
項
の
項
中
第
八
Ｉ
条
の
五
第
一

一
哨
〈
」
を
一
第
六
１
条
の
一
第
二
一
項
に
、
第
四
’
四
条
の
ｈ
第
一
項
」
を
第
川

ｌ
ｒ
条
の
↓
一
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
前
条
第
》
項
の
項
中
第
八
ｌ
息
宋
の
四
第

項
又
は
第
八
１
，
条
の
五
第
項
」
を
「
第
六
ト
ー
条
の
。
第
一
｜
項
に
規
定
す
る
定

能
斗
別
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
巨
貝
催
、
第
四
卜
‐
四
条
の
四
時
弔
唄
又
は
第
四
’
四

条
の
五
第
項
を
第
四
‐
十
条
山
一
第
項
、
規
定
に
、
よ
り
採
用
さ
↑
訓
た
職
員

に
改
駒
、
同
粂
第
蔦
項
中
第
四
’
四
条
の
五
第
項
を
第
四
Ｉ
条
の

第
項
に
改
砧
、
阿
条
第
三
項
叩
自
衛
隊
法
第
四
’
四
条
の
ｈ
第
埴
を

自
衛
隊
法
第
四
卜
乗
の
一
第
項
に
改
め
、
第
四
卜
四
条
的
凹
第
項
、
第

四
’
四
条
の
五
第
埴
又
は
を
削
る

附
則
を
附
則
第
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
（
施
行
期
Ｈ
）
を
付
１

（
給
与
法
附
則
第
八
項
伽
規
定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る

読
替
え
）

２
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
寸
る
給
与
法
附
則
第
八
項
ｍ
規
定
の
適
用
に
つ
い
、

附
則
に
次
め

’

項
を
加
え
る

一ワワ一
竺些



４
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

て
は
、
同
項
中
「
）
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
）
に
、
国
家
公
務
員
洗
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

３
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
給
与
法
附
則
第
八
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

中
「
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
ま
で
及
び
附
則
第
二
項
」
と
す
る
。

51
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
読
替
え
）

ら
れ
た
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た

同
項
中
「
）
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
）
に
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の

す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十

二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
前

額
と
す
る
」
と
す
る
。

条
ま
で
及
び
附
則
第
四
項
」
と
す
る
。

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
検
察
官
の
俸
給
等
に
関

二
莉
設
）

新
ユキ
口X
、一戸

《
Ｌ
ま
、
司
頁
中
こ
し
）
す
る
と
あ
る
の
は
、
〉
Ｆ
Ｒ
国
家
公
務
員
法
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
怯
律
第
百
九
号
一
第
１
Ｌ
粂
の
規
定
ｒ
よ
い

読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
埴
た
だ
Ｌ
書
の
規
定
に
よ
り
定
駒
↑
！

訓
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
’
て
得
た
数

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
と
す
る

棚
第
一
卜
｜
一
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
給
与
法
附
則
第
八
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
同
条
的
規
定
の
適
用
に
ノ
い
て
ば
、
同
条

小
異
別
条
ま
で
と
あ
る
の
は
、
前
条
ま
で
及
び
附
則
第
埴
〈
し
一
す
る
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含
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
、
部
改
正
）

第
一
１
条
般
職
伽
職
昌
嗣
勤
務
時
間
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
刀
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る

第
五
粂
第
項
中
第
八
１
条
小
山
第
一
頃
又
は
第
八
１
条
の
五
第
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
胸
る

も
の
を
第
六
１
条
の
一
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

に
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
定
年
前
再
任
用
短
崎
間
勤
務
職
員
に

改
め
る
第
六
条
第
《
項
た
だ
し
書
及
び
第
一
一
項
た
表
Ｌ
書
巾
再
任
川
短
時
間
勤
務
職
員

を
定
年
前
再
任
川
短
時
間
勤
務
職
員
に
改
峨
、
同
条
第
一
一
項
及
び
第
四
項
中

の
定
め
る
を
「
で
定
肋
る
に
改
め
る

第
七
条
第
二
項
叩
の
定
功
る
を
で
定
肋
る
に
、
閂
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
を
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
城
る

第
１
条
、
第
１
Ｌ
条
第
唄
第
号
及
び
第
↓
↓
’
一
条
叩
再
価
朋
短
時
間
勤

務
職
員
を
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る

一
／
ｎ
敗
執
ｈ
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
怯
律
的
部
改
正
）

第
↓
’
１
条
灯
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
ご
’
二
年
法
律
第

↓
百
五
’
し
号
一
山
部
を
次
ぬ
よ
う
に
改
正
す
る

第
一
↓
ｌ
Ｌ
条
第
項
第
岩
中
附
則
第
’
六
条
を
附
則
第
六
条
Ｅ
改
挑

、
呵
条
第
↑
｜
項
中
附
則
第
１
§
条
を
附
則
第
四
条
に
改
紬
る

（
国
家
公
務
員
宿
舎
法
等
の
部
改
正
）
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第
《
ゞ
Ｉ
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
第
八
Ｉ
条
の
ｈ
第
項
を
第
」
へ

－
条
の
↑
↑
第
“
項
に
改
め
る

国
家
公
務
員
宿
舎
法
（
昭
和
↓
’
四
年
法
律
第
百
ｌ
Ｌ
号
一
第
《
条
第
一
《
号
ィ

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
向
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
’
六
口
百
第
六
Ｉ
条
第
三
項
、
第
五
項
た
た
’

善
、
第
六
項
、
第
七
項
‐
第
１
｜
晴
令
第
１
Ｌ
項
及
び
第
｜
ｌ
几
唱

↓
｜
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
Ｉ
年
法
律
第
百
乳
ｌ
乢
口
亘
袖
弔
条
第
喰

（
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
の
部
改
正
）

第
一
《
ｌ
条
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
の
部
を
次
の
よ
う
に
髄

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
部
を
改
岻
す
る
法
律
の
部
改
肝
）

第
：
’
四
条
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
部
を
改
正
す
る
怯
律
（
平
成
１
ｈ
年

法
律
第
六
’
百
盲
の
部
を
次
い
よ
う
に
改
正
す
る

附
則
第
四
項
中
「
附
則
第
二
Ｉ
項
を
一
附
則
第
十
三
項
匡
改
釣
る

号
）
第
四
’
四
条
の
凹
第
項
‐
第
四
’
四
条
の
五
第
項
又
は
第
四
１
ヵ
条
町

第
項
‐
を
限
伽
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
－
１
几
年
法
律
第
百
六
１
ｈ
号
）
第
四
Ｉ

第
条
小
‐
一
限
り
、
同
法
第
八
卜
条
の
四
第
《
項
又
は
第
八
Ｉ
粂
伽
五
第

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
を
一
限
る
に
改
め
診
勾

｣'二
一斗一
q
ﾉ

ス
ーノ

ｈ
条
の
一
第
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
虐
改
釣
る

第
五
条
の
表
第
条
の
項
叩
同
法
第
八
Ｉ
条
の
四
第
壇
又
は
第
八
Ｉ
茶

の
五
第
《
項
を
眼
る
に
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
’
九
年
法
律
第
百
六
ｌ
舟
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（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
部
を
改
正
す
る
怯
律
の
《
部
改
正
）

第
ｌ
五
条
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
《
部
を
改
正
す
る
法
律
一
平
成
’
七
年
法

律
第
百
’
五
号
）
小
部
を
次
の
よ
う
に
改
硴
す
る

附
則
第
六
条
第
項
中
附
則
第
二
卜
太
項
」
を
附
則
第
’
八
項
Ｅ
改
め
為

（
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
及
び
国
家
戦
略
特
別

区
城
法
の
ゞ
部
改
正
）

第
一
↓
Ｉ
六
条
次
に
掲
げ
る
法
律
約
規
定
巾
附
則
第
・
ゞ
Ｉ
埴
」
鋪
一
附
則
第
１

項
に
、
第
↓
ト
ー
項
を
第
’
五
項
↑
煙
、
第
↓
１
人
項
を
第
’
八
項

に
改
繊
る

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ヒ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
（
平
成
’
八
年
法

律
第
五
Ｉ
号
一
第
一
一
Ｉ
条
第
ヨ
項
第
号

ゞ
凶
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
↓
、
１
五
年
法
律
第
百
七
口
互
第
１
几
条
の
第

（
国
家
公
務
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
法
律
㈹
部
改
正
）

第
二
卜
し
条
国
家
公
務
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
法
律
（
平
成
’
八
年
法
律

第
七
１
号
）
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

第
四
条
砦
霜
号
叩
第
八
Ｉ
条
の
第
喰
を
第
八
Ｉ
粂
小
六
第
喧

に
、
第
八
Ｉ
茶
の
三
第
喧
《
を
第
八
Ｉ
粂
小
Ｌ
第
唄
筐
改
繊
る

四
項
第
一
号
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第
一
’
八
条
国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
城
の
国
有
村

野
㈹
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
’
四
年
一

第
‐
Ｉ
条
の
表
第
四
条
第
二
号
の
項
巾
第
八
ｌ
条
の
二
第
項
」
を
第
八

Ｉ
条
の
六
第
ゞ
項
」
に
、
第
四
卜
四
条
の
一
一
第
項
を
第
四
十
四
条
い
六

第
一
埴
に
、
第
八
Ｉ
条
の
二
第
↑
項
を
一
第
八
Ｉ
条
の
Ｌ
第
項
に

、
｜
第
四
’
四
条
の
三
第
ゞ
塙
｛
を
第
四
’
四
条
の
Ｌ
第
項
に
改
駒
る
ゞ

（
国
有
林
野
胸
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
坊
山
国
有
林
野
の
管
理

経
営
に
関
す
る
法
律
等
、
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
部
改
正
）

国
家
公
務
員
法

第
１
条
的
表
第
四
条
第
一
号
の
項
中

|両1

法
国
家
公

桑
不
の

務
AI■ごT■

弔 員
法
第
八
Ｉ

J目

裁
判
所
法
（
昭
和
一
Ｉ
↓
年
法
律
第
而
ｌ

几
口
且
第
五
１
条
又
は
裁
判
所
職
員
臨
時

措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員

法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
準
用
国
家

公
務
員
法
」
と
い
う
一

仏
第
八
‐
１
条
の
｜
痔
弔

乢
号
）
第
五
１
条
又
は
裁
判
所
職
員
臨
時

措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員

準
用
国
家
公
務
員
法

裁
判
所
法
（
昭
和
三
ト
ー
一
年
法
律
第
Ｆ
１

j目

梨ゴ

性に
改
め
る

ワ
ｊ
ワ
ム



（
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

条
各
号
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
各
号
」
に

第
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「
第
二
十

改
め
る
。

｛
被
用
者
年
金
制
度
の
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
ゞ
部
を
改

止
す
る
法
律
の
部
改
正
）

第
三
－
ｈ
条
被
用
者
年
金
制
度
内
正
化
等
を
図
る
た
め
い
厚
生
年
金
保
険
法
等
の

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
卜
凹
年
法
律
第
六
’
三
号
一
切
部
を
汝
ぬ
よ
う

に
改
正
す
る

附
則
第
三
’
五
条
第
四
項
中
係
る
山
下
に
国
家
公
務
員
法
等
の
部
を
改

止
す
る
法
律
一
令
和
元
年
法
律
第
ぃ
互
第
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

を
、
昭
和
↓
↑
ｌ
年
法
律
第
百
”
１
号
一
山
Ｆ
に
以
下
一
勗
項
に
お
い
て

川
国
家
公
務
員
法
」
と
い
う
を
加
えｌ
、
３
国
家
公
務
員
法
を
、
旧
国
家

公
務
員
法
一
悟
（
国
家
公
務
員
法
」
を
（
Ⅲ
国
家
公
務
員
法
爲
及
び

（
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
部
改
正
〉

第
二
１
条
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

第
’
六
条
第
項
た
だ
し
書
中
の
定
恥
る
を

（
雇
用
保
険
法
等
の
部
を
改
正
す
る
法
律
、
部
改
正
）

第
一
一
↓
１
条
雇
用
保
険
法
等
の
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
’
九
年
法
律
第
１

法
律
第
四
Ｉ
・
一
口
亘
山
部
を
次
伽
よ
う
に
改
正
＃
る

附
則
第
言
十
条
叩
一
附
則
第
乏
’
四
項
を
一
附
則
第
ト
パ
項
Ｅ
改
め
る

国
家
公
務
員
法
一
を
及
び
旧
国
家
公
務
員
法
一
に

改
ぬ
る

改
ぬ
る

’
五
年
法
律
第
百
八
異
こ
げ

で
定
釣
る
に
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第
Ａ
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年

第
Ｂ
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

法
律
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｡’ 四
年
法
律
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

を
附
則
第
四
条
と
す
る
。

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

附
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
九
条
」
を
「
附
則
第
三
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
中
「
附
則
第
六
糸
」
を
一

附
則
第
二
条
中
‐
（
次
条
及
び
附
則
第
川
条
に
お
い
て
‐
特
例
期
間
ル
↓
い
う

附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
を
削
る
。

附
則
第
五
条
中
「
前
三
条
」
を
「
前
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
と
す
る

附
則
第
六
条

を
削
肺
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

ｊ
ご

叩
一
附
則
第
二
条
か
ら
前
粂
ま
で
一
を
雪
航
予
粂
ゞ
に
改
め
、
脚
粂

附
則
第
側
粂
」
に
改
め
る
。

（
新
設
）

穿
利
誕
醒
）

四
号
）
の
部
を
次
ｍ
よ
う
に
改
正
す
る

附
則
第
’
四
条
第
喰
巾
以
ｒ
こ
の
条
を
次
項
》
‐
、
新
退
職
手
当
法

附
則
第
一
’
五
項
」
を
国
家
公
務
員
退
臘
手
当
法
附
則
第
１
Ｌ
順
《
ｒ
改
肋
る

｡（-1
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